
 

 

 

令和６年１１月２０日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

野木町農業委員会第１７回総会 会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野木町農業委員会 

 



 

- 1 - 

 

野木町農業委員会第１７回総会 会議録 

 

１．開催日時   令和６年１１月２０日（水）午後３時招集 

 

２．開催場所   野木町役場 新館２階 大会議室 

 

３．出席委員   ９名 

会 長      ９番  黒 須 市 郎 

会長職務代理者  ８番  柿 沼   誠 

委 員       １番  鈴 木   誠  ２番  酒 井 𠮷 一   

３番  渡 邉 初 枝  ４番  小 林   剛 

５番  加 藤 知 子  ６番  須 見 和 男   

７番  古 澤 清一郎        

   

４．事務局職員  大日方事務局長・水井係長・猪瀬主査 

 

５．付議案件 

議案第１号   農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号   農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第３号   非農地証明願について 

議題第４号   農用地利用集積計画の策定について 

 

報告第１号    農地法第３条の３第１項の規定による届出書の受理報告について 

報告第２号   農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出書の受理報告に 

ついて 

報告第３号   農地法第１８条の規定による通知書の受理報告について 

   報告第４号   農業経営責任者変更届の受理報告について    

 

 

６．その他
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「 議  事 」 

 

事 務 局   開会を宣言（午後３時） 

 

議  長    あいさつ及び出席委員数の報告及び総会成立宣言を行う。 

 

議事に入る前に、議事録署名人指名について会議に諮った。 

（異議なしの声あり） 

異議なしの声を受け、議席番号１番 鈴木 誠委員、２番 酒井 𠮷一委

員を指名した。書記には、猪瀬主査を指名した。 

議事に入る旨を告げる。議案第１号 農地法第３条の規定による許可申 

       請について事務局の説明を求めた 

 

事 務 局   議案第１号 受付番号４４について説明。 

        受付番号４４ 

        南赤塚   １ 筆    ２１５㎡  登記簿 畑・現 況 畑 

        譲渡人   Ａ 氏  

        譲受人   Ｂ 氏  

        権利の移転 所有権移転 

        事由の概要 経営規模拡大のため 

 

議  長    南赤塚地区担当調査委員の報告を求めた。 

 

６番委員    受付番号４４について、１１月１１日（月）７番委員、１番委員、推進

員とともに譲受人Ｂ氏のもと現地調査を行った。 

譲渡人Ａ氏は、神奈川県相模原市南区に在住で遠方で労力不足のため、申

請地の近くにいるＢ氏が規模拡大を考えていたこともあり申請にいたった。 

 

議  長    質疑はないか諮った。（質疑なし）地元委員の意見を求めた。 

       

１番委員    調査委員の調査報告のとおり、何ら問題はないと思われる。ご審議お願 

いたします。 

 

議  長    他に質疑はないか諮った。（質疑なし） 

        質疑がないため、議案第１号 受付番号４４について許可することに賛 

成の委員の挙手を求めた。（全員挙手） 

 次に、議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について事務局 
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の説明を求めた 

 

事 務 局   議案第２号 受付番号４９について説明。 

        受付番号４９ 

        野 渡   ２ 筆  １，６０２㎡   登記簿及び現況  畑 

        譲渡人   Ｃ 氏  

        譲受人   Ｄ 氏 

        権利の設定 所有権移転 

        事由の概要 太陽光発電設備 

 

議  長    野渡地区担当調査員の報告を求めた。 

  

８番委員    受付番号４９について、１１月１２日（火）午後２時より、２番委員４

番委員、地元推進委員とともに代理人立会いのもと現地調査を行った。本

申請地は野渡貝塚の跡地で南側は物置、西側は町道、東、北側は畑です。 

       太陽光発電設備を置くということなんですが、土盛りはしない、雨水を浸

透させるために防水シート等をひかないとのことでした。 

隣接地の同意も得ているとのことであり、以上、調査内容を報告いたしま 

す。よろしくご審議お願いいたします。 

 

議  長   質疑はないか諮った。（質疑なし）地元委員の意見を求めた。 

 

４番委員   ８番委員のとおり問題ありません。近くに同じように３か所あります。 

       よろしくお願いします。 

 

議  長   質疑はないか諮った。（質疑なし） 

       質疑がないため、議案第２号 受付番号４９について許可することに賛 

       成の委員の挙手を求めた。（全員挙手） 

全員賛成と認め許可することを告げた。 

 

 次に、議案第３号 非農地証明願について事務局の説明を求めた。 

 

事 務 局   議案第３号 受付番号４６について説明 

              佐川野   １筆   計１５２㎡  登記簿 畑・現況 畑 

        願出人   E 氏 

        事由の概要 平成２年４月頃から住宅敷地（駐車場）として利用されて

きた。 
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議  長    佐川野地区担当調査員の報告を求めた。 

 

３番委員    受付番号４６について調査報告をします。１１月１１日（月）５番委員 

地元委員、地元推進委員とともに調査を行った。平成２年頃から３４年間

駐車場用地として写真でもわかるように砂利が引かれていて利用されてき

た。杭も確認できて、非農地として何ら問題ないことを確認しました。以

上、調査内容を報告いたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長    質疑はないか諮った。 

 

１番委員    現況畑となっているのは家庭菜園らしきものがあるからですか 

 

８番委員    ひまわりとか植わっていて畑ではないです。 

 

議  長    質疑はないか諮った。（質疑なし）地元委員の意見を求めた。 

 

８番委員    ３番委員の言うとおりです。よろしくお願いします。 

 

議  長    質疑がないため、議案第３号 受付番号４６について許可することに賛 

        成の委員の挙手を求めた。（全員挙手） 

全員賛成と認め許可することを告げた。 

        次に、同じく議案第３号受付番号４８号について事務局の説明を求めた。 

 

事務局     中 谷   １筆   計１０８㎡  登記簿 畑・現況 宅地 

        願出人   F 氏 

        事由の概要 昭和３６年以前から住宅敷地して利用されてきた。 

 

議  長    中谷地区担当調査員の報告を求めた。 

 

４番委員    １１月１２日（火）６番委員と立会で行政書士の代理人で調査した。 

        昭和３６年位から建っていたということで家の杭を確認したところ家の

真ん中に立っており、前の道路が拡張になるので調べていたら発覚した。 

        審議のほどよろしくお願いします。 

 

議  長    質疑はないか諮った。（質疑なし）地元委員の意見を求めた 
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２番委員    昭和３６年頃から住んでいるのは、間違いないので、よろしくお願いし

ます。 

 

議  長    質疑がないため、議案第３号 受付番号４８について許可することに賛 

        成の委員の挙手を求めた。（全員挙手） 

全員賛成と認め許可することを告げた。 

        次に議案第４号 農用地利用集積計画の策定について事務局の説明を求

めた。 

 

事 務 局    議案第４号  

        整理番号６－９４ 

更 新 中 谷  １ 筆   計１、１７６㎡ 現況 田 

設定をする者   Ｇ 氏 

設定を受ける者  Ｈ 氏 

利用権の種類   賃借権 

期 間      令和６年１２月１日から令和１１年１１月３０日 

借 賃      全面積で１８，０００円 

借賃の支払期限  毎年１２月末日までに支払い 

 

  整理番号６－９５ 

更 新 南赤塚  １ 筆   計２，２２１㎡ 現況 田 

設定をする者   Ｉ 氏 

設定を受ける者  Ｊ 氏 

利用権の種類   賃借権 

期 間      令和６年１２月１日から令和１１年１１月３０日 

借 賃      全面積で米２俵 

借賃の支払期限  毎年１１月３０日までに支払い 

 

整理番号６－９６ 

新 規 若 林  １ 筆   計１，６１２㎡ 現況 畑 

設定をする者   K 氏 

設定を受ける者  L  氏 

利用権の種類   賃借権 

期 間      令和６年１２月１日から令和１１年１１月３０日 

借 賃      １０ａあたり５，０００円 

借賃の支払期限  毎年１２月末日までに支払い 
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整理番号６－９７ 

新 規 若 林  １ 筆   計３，３０６㎡ 現況 畑 

設定をする者   M 氏 

設定を受ける者  N  氏 

利用権の種類   賃借権 

期 間      令和６年１２月１日から令和１１年１１月３０日 

借 賃      １０ａあたり５，０００円 

借賃の支払期限  毎年１２月末日までに支払い 

 

整理番号６－９８ 

新 規 若 林  １ 筆   計１，１１１㎡ 現況 畑 

設定をする者   O  氏 

設定を受ける者  P 氏 

利用権の種類   賃借権 

期 間      令和６年１２月１日から令和１６年１１月３０日 

借 賃      １０ａあたり５，０００円 

借賃の支払期限  毎年１２月末日までに支払い 

 

整理番号６－９９ 

更 新 友 沼  ５ 筆   計１０，２１１㎡ 現況 田 

設定をする者   Q  氏 

設定を受ける者  R 氏 

利用権の種類   賃借権 

期 間      令和６年１２月１日から令和１１年１１月３０日 

借 賃      １０ａあたり１０，０００円 

借賃の支払期限  毎年１２月１５日までに支払い 

 

整理番号６－１００ 

更 新 佐川野  １ 筆   計３，０７４㎡ 現況 田 

設定をする者   S  氏 

設定を受ける者  T 氏 

利用権の種類   賃借権 

期 間      令和６年１２月１日から令和１１年１１月３０日 

借 賃      １０ａあたり８，０００円 

借賃の支払期限  毎年１２月末日までに支払い 
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整理番号６－１０１ 

新 規 南赤塚  ８ 筆   計８，４０４㎡ 現況 田・畑 

設定をする者   U 氏 

設定を受ける者  V 氏 

利用権の種類   賃借権 

期 間      令和６年１２月１日から令和１６年１１月３０日 

借 賃      １０ａあたり５，０００円 

借賃の支払期限  毎年１２月末日までに支払い 

 

整理番号６－１０２ 

新 規 友 沼  ２ 筆   計１，６０２㎡ 現況 田・畑 

設定をする者   W 氏 

設定を受ける者  X 氏 

利用権の種類   使用貸借権 

期 間      令和６年１２月１日から令和７年１１月３０日 

借 賃       

借賃の支払期限   

 

整理番号６－１０３ 

新 規 潤 島  ４ 筆   計１，７９１．８㎡ 現況 田 

設定をする者   Y 氏 

設定を受ける者  Z 氏 

利用権の種類   使用貸借権 

期 間      令和６年１２月１日から令和１１年１１月３０日 

借 賃       

借賃の支払期限   

 

整理番号６－１０４ 

新 規 南赤塚  １ 筆   計１，０９０㎡ 現況 畑 

設定をする者   A 氏 

設定を受ける者  B 氏 

利用権の種類   賃借権 

期 間      令和６年１２月１日から令和１６年１１月３０日 

借 賃      １０ａあたり５，０００円 

借賃の支払期限  毎年１２月末日までに支払い 
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整理番号６－１０５ 

新 規 南赤塚・中谷  １８ 筆  計３２，３４５㎡ 現況 田 

設定をする者   A 氏 

設定を受ける者  B 氏 

利用権の種類   賃借権 

期 間      令和６年１２月１日から令和１６年１１月３０日 

借 賃      １０ａあたり米０．５俵 

借賃の支払期限  毎年１２月末日までに支払い 

 

議  長   質疑がないか諮った。（質疑なし） 

       質疑がないため、議案第４号 農用地利用集積計画の策定について承認す 

ることに賛成の委員の挙手を求めた。（全員挙手） 

       全員賛成と認め承認することを告げた。 

       次に、報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出書の受理報 

告について、事務局の証明を求めた。 

 

事 務 局   報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出書の受理報告につ 

いて説明。 

       受付番号１１４ 

        野 木  ２１ 筆  計３６，５０５㎡  登記簿 田・畑・山林 

現 況 田・畑 

        権利を取得した者   C 氏 

        取得日       令和４年１１月２４日 

        取得した権利    相続による所有権 

         

        受付番号１２５ 

         潤 島  １３ 筆 計１４，１４３．８㎡  登記簿 田・畑・山

林・雑種地 

現 況 田 

        権利を取得した者   D 氏 

        取得日       令和５年１１月２４日 

        取得した権利    相続による所有権 

 

       受付番号１２９ 

        友 沼   ５ 筆  計７，４８９㎡  登記簿 田・畑 

現 況 田・畑 

        権利を取得した者   E 氏 
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        取得日       令和６年１０月１６日 

        取得した権利    相続による所有権 

 

議  長   この案件につきましては、調査不要のため報告のみと告げた。 

       次に、報告第２号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出 

      書の受理報告について事務局の説明を求めた。 

 

事 務 局   報告第２号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出書の受 

      理報告について説明。 

 受付番号４７ 

        潤 島     ３ 筆  ５４５．４３㎡  登記簿 畑 

                              現 況 田・畑・ 

                                  雑種地 

        譲渡人     F 氏 

        譲受人     G 氏 

        事由の概要   住宅敷地 

        移転の内容   所有権移転 

 

 受付番号５０ 

  丸 林     １ 筆   ２２㎡  登記簿及び現況 畑 

        譲渡人     H 氏  

        譲受人     I 氏 

        事由の概要   住宅敷地拡張 

        移転の内容   所有権移転 

 

議  長   この案件につきましては、調査不要のため報告のみと告げた。 

       次に、報告第３号 農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理報告 

について事務局の説明を求めた。    

 

事 務 局     報告第３号 農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理報告につい 

      て説明。 

 

       受付番号１１８ 

        友 沼     １ 筆  ４，０２０㎡  登記簿及び現況 田 

        賃貸人     J 氏 

        賃借人     K 氏 

        解約理由    賃借人の都合による 
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        合意解約日   令和６年１０月２１日 

 

       受付番号１２２ 

        友 沼     １ 筆  ２，２３３㎡  登記簿及び現況 田 

        賃貸人     L 氏 

        賃借人     M 氏 

        解約理由    賃借人の都合による 

        合意解約日   令和６年１０月２７日 

 

       受付番号１３０ 

        南赤塚    １６ 筆 計２８，４５９㎡  登記簿 田・畑 

                              現 況 田 

        賃貸人     N 氏 

        賃借人     O 氏 

        解約理由    賃借人の都合による 

        合意解約日   令和６年１１月１日 

 

       受付番号１３１ 

        南赤塚     ２ 筆 計３，７６６㎡   登記簿 畑 

現 況 田 

        賃貸人     P 氏 

        賃借人     Q 氏 

        解約理由    賃借人の都合による 

        合意解約日   令和６年１１月１日 

    

       受付番号１３３ 

        丸 林     ４ 筆 計２，１６３㎡   登記簿及び現況 田 

        賃貸人     R 氏 

        賃借人     S 氏 

        解約理由    賃貸人の都合による 

        合意解約日   令和６年１１月３日 

 

       受付番号１３４ 

        南赤塚     １ 筆   ４８３㎡   登記簿及び現況 畑 

        賃貸人     T 氏 

        賃借人     U 氏 

        解約理由    賃借人の都合による 
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        合意解約日   令和６年１１月４日 

 

議  長   この案件につきましては、調査不要のため報告のみと告げた。 

       次に、報告第４号 農業経営責任者変更届の受理報告について事務局の説 

明を求めた。    

 

事 務 局     報告第４ 農業経営責任者変更届の受理報告について説明。 

 

       受付番号４５ 

        届出者        V 氏 

        変更前の経営責任者  W 氏 

        変更後の経営責任者  V 氏 

        変更の理由      死亡のため 

 

        

 

議  長   この案件につきましては、調査不要のため報告のみと告げた。 

 議案第１号から第４号、報告第１号から第４号すべての審議の終了を告げ 

た。次にその他について、事務局に諮った。 

 

事 務 局   ① 「令和７年４月から原則として、農地の貸し借りには農地バンクの利用」 

         が必要です！」農業振興係説明 

       ② 令和６年野木町農業委員会視察研修収支決算書 

       ③ 忘年会の開催について 

       ④ 令和７（2025）年農業用免税軽油に係る申請についてのお知らせ 

 

 

議  長   他にあるか諮った。（別になしの声あり） 

       以上で議事がすべて終了した旨を告げ、閉会を宣言した。 

 

                             （午後４時３５分） 
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この会議録は、猪瀬主査が作成したもので、その内容が正確であることを認め、ここに

署名捺印する。 

 

 

 

   令和６年７月２３日 

 

           農業委員会長    黒  須 市 郎      
 

             １番委員    鈴 木  誠     
 

             ２番委員    酒 井 𠮷 一    
 

 

  


